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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月6日(2010.9.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像ストリームを送信する映像配信装置と、
　前記送信された複数の映像ストリームを受信し、前記受信した映像ストリームの少なく
とも一つを映像受信装置に転送する映像中継装置と、を備える映像配信システムであって
、
　前記映像配信装置は、
　前記映像ストリームに含まれる独立して復号化が可能な単位のデータが、時刻において
対応するものであるか否かを識別する第１の識別子を前記映像ストリームに付加し、
　前記第１の識別子が付加された映像ストリームを送信し、
　前記映像中継装置は、
　前記映像ストリームを前記独立して復号化が可能な単位で切り換える場合に、
　前記受信した映像ストリームに付加された第１の識別子に基づいて、切換後に転送され
る映像ストリームの前記復号化可能な単位のデータを特定し、
　前記切換後に転送される映像ストリームを、前記特定された復号化可能な単位のデータ
から転送することを特徴とする映像配信システム。
【請求項２】
　前記映像中継装置は、
　前記受信した映像ストリームのうち、少なくとも前記独立して復号化が可能な１単位分
の映像ストリームをバッファに格納し、
　前記受信した映像ストリームの内容を示すメタデータを受信し、
　前記映像受信装置から前記映像ストリームの要求情報を受信し、
　前記受信したメタデータ及び要求情報に基づいて、配信する映像ストリームを選択する
ことを特徴とする請求項１に記載の映像配信システム。
【請求項３】
　前記映像中継装置は、前記選択された映像ストリームを前記映像受信装置に転送する場
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合、選択されなかった映像ストリームであって、前記転送された復号化可能な単位のデー
タと同じ時刻を識別する第１の識別子が付加された復号化可能な単位のデータを、独立し
て復号化が可能な単位でバッファから削除することを特徴とする請求項２に記載の映像配
信システム。
【請求項４】
　前記映像中継装置は、選択されなかった映像ストリームを前記映像受信装置に転送する
ことを特徴とする請求項２に記載の映像配信システム。
【請求項５】
　前記独立して復号化が可能な映像ストリームの単位は、ＧＯＰデータであることを特徴
とする請求項１に記載の映像配信システム。
【請求項６】
　前記映像配信装置は、前記第１の識別子を、独立して復号化が可能な単位に区切られた
映像ストリームのＲＴＰパケットのヘッダに付加することを特徴とする請求項１に記載の
映像配信システム。
【請求項７】
　前記映像配信システムは、前記映像中継装置と前記映像受信装置とを一つの筐体に備わ
ることを特徴とする請求項１に記載の映像配信システム。
【請求項８】
　前記映像配信装置は、
　映像ストリームを格納し、
　前記格納された映像ストリームを読み出し、
　前記映像ストリームに含まれる独立して復号化が可能な単位のデータが、時刻において
対応するものであるか否かを識別する第１の識別子を前記読み出された映像ストリームに
付加し、
　前記第１の識別子が付加された映像ストリームを送信することを特徴とする請求項１に
記載の映像配信システム。
【請求項９】
　前記映像中継装置は、
　前記映像受信装置に配信する複数の映像ストリームを作成し、
　前記作成された複数の映像ストリームから一つの映像ストリームを選択する第２の識別
子を前記映像受信装置に通知し、
　前記映像受信装置によって選択された第２の識別子によって特定される映像ストリーム
を選択することを特徴とする請求項１に記載の映像配信システム。
【請求項１０】
　前記映像受信装置は、
　前記映像ストリームを選択するための第２の識別子を前記映像中継装置から受信し、
　前記受信した第２の識別子から選択した第２の識別子を前記映像中継装置に送信し、
　前記映像中継装置によって選択された映像ストリームを受信し、
　前記受信した映像ストリームを再生することを特徴とする請求項９に記載の映像配信シ
ステム。
【請求項１１】
　前記送信された複数の映像ストリームを受信し、前記受信した映像ストリームの少なく
とも一つを映像受信装置に転送する映像中継装置であって、
　前記映像配信装置は、
　前記映像ストリームに含まれる独立して復号化が可能な単位のデータが、時刻において
対応するものであるか否かを識別する第１の識別子を前記映像ストリームに付加し、
　前記第１の識別子が付加された映像ストリームを送信し、
　前記映像中継装置は、
　前記映像ストリームを前記独立して復号化が可能な単位で切り換える場合に、
　前記受信した映像ストリームに付加された第１の識別子に基づいて、切換後に転送され
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る映像ストリームの前記復号化可能な単位のデータを特定し、
　前記切換後に転送される映像ストリームを、前記特定された復号化可能な単位のデータ
から転送することを特徴とする映像中継装置。
【請求項１２】
　前記映像中継装置は、
　前記受信した映像ストリームのうち、少なくとも前記独立して復号化が可能な１単位分
の映像ストリームをバッファに格納し、
　前記受信した映像ストリームの内容を示すメタデータを受信し、
　前記映像受信装置から前記映像ストリームの要求情報を受信し、
　前記受信したメタデータ及び要求情報に基づいて、配信する映像ストリームを選択する
ことを特徴とする請求項１１に記載の映像中継装置。
【請求項１３】
　前記映像中継装置は、前記選択された映像ストリームを前記映像受信装置に転送する場
合、選択されなかった映像ストリームであって、前記転送された復号化可能な単位のデー
タと同じ時刻を識別する第１の識別子が付加された復号化可能な単位のデータを、独立し
て復号化が可能な単位でバッファから削除することを特徴とする請求項１２に記載の映像
中継装置。
【請求項１４】
　前記映像中継装置は、選択されなかった映像ストリームを前記映像受信装置に転送する
ことを特徴とする請求項１２に記載の映像中継装置。
【請求項１５】
　前記映像中継装置は、
　前記映像受信装置に配信する複数の映像ストリームを作成し、
　前記作成された複数の映像ストリームから一つの映像ストリームを選択する第２の識別
子を前記映像受信装置に通知し、
　前記映像受信装置によって選択された第２の識別子によって特定される映像ストリーム
を選択することを特徴とする請求項１１に記載の映像中継装置。
【請求項１６】
　映像ストリームを送信する映像配信装置と、
　前記送信された複数の映像ストリームを受信し、前記受信した映像ストリームの少なく
とも一つを映像受信装置に転送する映像中継装置と、を備える映像配信システムにおける
映像中継方法であって、
　前記映像中継方法は、
　前記映像ストリームに含まれる独立して復号化が可能な単位のデータが、時刻において
対応するものであるか否かを識別する第１の識別子を前記映像ストリームに付加し、
　前記第１の識別子が付加された映像ストリームを送信し、
　前記映像ストリームを前記独立して復号化が可能な単位で切り換える場合に、
　前記受信した映像ストリームに付加された第１の識別子に基づいて、切換後に転送され
る映像ストリームの前記復号化可能な単位のデータを特定し、
　前記切換後に転送される映像ストリームを、前記特定された復号化可能な単位のデータ
から転送することを特徴とする映像中継方法。


	header
	written-amendment

